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磯前神社（下葛尾）の鳥居と朝日 謹賀新年謹賀新年



（ 2 ）（ 2 ）令和 5 年 1 月令和 5 年 1 月令和 5 年 1 月令和 5 年 1 月（ 3 ）（ 3 ）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

皆
様
に
は
新
た
な
年
の
始
ま
り
を
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日
頃
よ
り

村
政
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
多

大
な
る
ご
支
援
ご
協
力
に
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

未
曾
有
の
大
震
災
か
ら
ま
も
な
く
12
年

と
な
り
ま
す
が
、
未
だ
残
る
放
射
能
へ
の

不
安
や
生
活
環
境
再
建
な
ど
、
避
難
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
村
民
の
皆
様
の
ご
心

配
が
尽
き
な
い
こ
と
を
、
本
村
の
帰
村
率

の
低
迷
も
相
ま
っ
て
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
昨
年
6
月
12

日
、
野
行
地
区
の
特
定
復
興
再
生
拠
点
区

域
の
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
拠
点
外
の
区
域
に
お
い
て
も
、
解
除
に

向
け
た
住
民
の
意
向
確
認
調
査
が
始
ま
り
、

よ
う
や
く
村
全
体
が
復
興
の
ス
タ
ー
ト
ラ

イ
ン
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
移
住
政
策
・
企
業
誘
致
に
よ
る
移
住
者

の
獲
得
や
、
今
春
稼
働
を
予
定
し
て
い
る

大
規
模
酪
農
施
設
の
建
築
を
始
め
と
し
た

農
業
者
の
帰
還
・
再
開
促
進
の
取
組
も

徐
々
に
実
を
結
び
、
帰
村
者
・
移
住
者
を

合
わ
せ
た
村
内
居
住
者
も
少
し
ず
つ
増
え

て
き
て
お
り
ま
す
。
更
に
、
令
和
７
年
ま

で
の
開
通
を
目
指
す
葛
尾
〜
浪
江
間
の
バ

イ
パ
ス
化
の
方
針
が
県
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
た
こ
と
で
、
交
通
の
便
も
向
上
が
見
込

ま
れ
て
お
り
、
村
は
復
興
そ
し
て
発
展
に

向
け
前
進
し
て
い
る
も
の
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。

　
ま
た
、
昨
年
11
月
3
日
に
3
年
ぶ
り
と

な
る｢

か
つ
ら
お
感
謝
祭｣
を
、
皆
様
の

ご
協
力
の
お
か
げ
で
、
来
場
者
が
延
べ

２
、０
０
０
人
に
上
る
ほ
ど
盛
大
に
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
、
久
し
ぶ
り
に
皆
様
と
笑

顔
で
集
ま
れ
る
場
を
持
て
ま
し
た
こ
と
は

非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

本
年
は
葛
尾
村
に
と
っ
て
村
制
１
０
０

周
年
の
節
目
の
年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の

１
０
０
年
、
幾
度
と
な
く
困
難
に
直
面
し

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
住
民
の
皆
様
を
始

め
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
支
え
ら
れ
、
こ

の
節
目
の
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
本
年
も
引
き
続
き
、
村
民
の
皆
様
か

ら
頂
く
声
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
一
日
で

も
早
く
、
皆
様
が
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ

る
村
を
取
り
戻
す
こ
と
、
そ
し
て
令
和
5

年
度
か
ら
施
行
さ
れ
る
第
五
次
葛
尾
村
振

興
計
画
の
将
来
像
と
し
て
掲
げ
る｢

自
然 

人 

温
も
り
を
む
す
ぶ 

結
い
の
村 

か
つ
ら

お｣

の
実
現
に
向
け
た
村
づ
く
り
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
結
び
に
、
今
年
一
年
の
皆
様
の
ご
健
康

と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
本
年
も

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

議　
会　

　
議　
　
　
長　
　
吉
田　
義
則　

　
副　
議　
長　
　
松
本　
静
男

　
議　
　
　
員　
　
杉
本　
宜
信

　
　
　
　
　
　
　
　
中
村　
健
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
菅
野　
正
一

　
　
　
　
　
　
　
　
松
本　
　
操

　
　
　
　
　
　
　
　
三
瓶　
仁
一

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
久
間
哲
次

農
業
委
員
会

　
会　
　
　
長　
　
松
本　
敏
美

　
職
務
代
理
者　
　
松
本　
和
雄

　
農 

業 

委 

員　
　
松
本　
民
子

　
　
　
　
　
　
　
　
二
藤
部
勝
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
松
本　
淳
一

　
　
　
　
　
　
　
　
松
本　
邦
久

　
　
　
　
　
　
　
　
松
本　
文
男

　
　
　
　
　
　
　
　
金
谷　
雄
一

　
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
齊
藤　
洋
平

　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
隆
行

　
　
　
　
　
　
　
　
東
海
林
敏
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
吉
田　
信
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
ノ
ブ
子

教
育
委
員
会

　
教　
育　
長　
　
小
野
田
敏
之

　　
　
　
　
　
　
　
　
東
海
林
幸
敏

　
委　
　
　
員　
　
松
本
ま
つ
子

　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺　
政
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
松
本　
敦
子

教
育
長
職
務

代　
理　
者

会　
　
　
長

大 

放 

区 

長

副　
会　
長

野 

行 

区 

長

選
挙
管
理
委
員
会

　
委　
員　
長　
　
東
海
林
憲
一

　
職
務
代
理
者　
　
松
本　
鶴
治

　
委　
　
　
員　
　
松
本
と
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
大
山　
　
晃

監
査
委
員

　　
代
表
監
査
委
員　
松
本　
惇
夫

　
監 

査 

委 

員　
　
佐
久
間
哲
次

行
政
区
長
会　

　　
　
　
　
　
　
　
　
猪
狩　
省
造

　　
　
　
　
　
　
　
　
大
槻　
勇
吉

　
落 

合 

区 

長　
　
松
本　
秀
俊

　
夏 

湯 

区 

長　
　
佐
藤　
三
雄

　
岩 

角 

区 

長　
　
松
本　
忠
活

　
大 

笹 

区 

長　
　
田
中　
文
雄

　
野 

川 

区 

長　
　
島　
　
次
男

　
上
野
川
区
長　
　
石
井　
洋
一　
　

　
上
葛
尾
区
長　
　
松
本　
政
美

　
下
葛
尾
区
長　
　
松
本　
俊
男

　
広
谷
地
区
長　
　
高
屋
敷
秀
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
議
会
を
代
表
い
た
し
ま
し
て
謹
ん

で
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
は
、
令
和
５
年
の
輝
か

し
い
新
春
を
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
よ
り
議
会
運

営
に
際
し
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
心

よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
ふ
る
さ
と
を
離
れ
て
の
生
活

や
、
感
染
症
や
戦
争
等
に
よ
る
影
響
で
大

変
な
思
い
を
さ
れ
て
い
る
村
民
の
皆
様
に

心
よ
り
お
見
舞
を
申
し
上
げ
ま
す
。
感
染

症
や
戦
争
等
が
一
日
も
早
く
収
束
し
穏
や

か
な
日
常
に
戻
り
、
ま
た
、
村
民
同
士
が

楽
し
く
交
流
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を

願
う
ば
か
り
で
す
。

　

さ
て
、
東
日
本
大
震
災
と
原
発
事
故
の

発
生
か
ら
、
間
も
な
く
12
年
が
過
ぎ
よ
う

と
し
て
お
り
ま
す
。
昨
年
６
月
に
は
、
待

ち
望
ん
で
い
た
帰
還
困
難
区
域
の
う
ち
特

定
復
興
再
生
拠
点
区
域
の
避
難
指
示
が
解

除
さ
れ
、
少
な
い
な
が
ら
も
暮
ら
し
が
再

開
し
て
お
り
ま
す
。
帰
還
率
は
い
ま
だ
伸

び
悩
ん
で
お
り
ま
す
が
、
新
た
に
村
民
と

な
ら
れ
た
方
も
多
く
新
し
い
仲
間
が
増
え
、

非
常
に
う
れ
し
く
、
頼
も
し
く
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

一
方
で
、
村
内
に
は
避
難
指
示
が
継
続

す
る
帰
還
困
難
区
域
が
残
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
議
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
村
民

の
皆
様
の
安
全
を
最
優
先
に
考
え
、
今
後

安
心
し
て
帰
村
で
き
ま
す
よ
う
関
係
機
関

へ
の
働
き
か
け
を
強
め
、
引
き
続
き
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
。
村
で
の
生
活
は
ご
不

便
な
点
も
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
が
、
議

会
と
い
た
し
ま
し
て
、
村
民
の
皆
様
も
、

こ
れ
か
ら
村
民
と
な
る
皆
様
も
、
と
も
に

よ
り
快
適
に
生
活
で
き
ま
す
よ
う
、
村
当

局
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
更
な
る
復

興
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

本
年
、
本
村
は
村
制
1
0
0
周
年
を
迎

え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
本
村
を
築
き
上
げ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
多
く
の
先
輩
方
の
ご
努
力

に
心
か
ら
感
謝
を
す
る
と
と
も
に
、
こ
の

立
派
な
礎
を
未
来
の
村
民
に
引
き
継
ぐ
た

め
に
、
新
た
な
1
0
0
年
に
向
け
て
活
力

の
あ
る
村
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
感
染
症
対
策
等
の
た
め
、
議
会

議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
で
村
民
の
皆
様

の
ご
意
見
を
お
伺
い
す
る
こ
と
が
難
し
い

場
面
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
も
議
員
全

員
が
一
丸
と
な
り
、
一
刻
も
早
く
1
人
で

も
多
く
の
方
が
ふ
る
さ
と
で
の
生
活
を
再

開
で
き
ま
す
よ
う
精
一
杯
努
力
し
、
課
題

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
一
層

の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
が
、
村
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、

輝
か
し
い
一
年
で
あ
り
ま
す
こ
と
を
祈
念

申
し
上
げ
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

新
年
の
ご
挨
拶

新
年
の
ご
挨
拶

～
1
0
0
年
の
節
目
、
未
来
を
見
据
え
～

葛
尾
村
長 

　
篠
木
　
　
弘

～
と
も
に
支
え
合
い
、
さ
ら
な
る
復
興
を
～

葛
尾
村
議
会 

議
長 

　
吉
田
　
義
則



（ 4 ）令和 5年1月（ 5 ） 令和 5年1月

《

議

決

案

件

》

議
案
第
46
号

葛
尾
村
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
伴
い
、
職
員
の

定
年
等
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

議
案
第
47
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　

福
島
県
人
事
委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
た
給

料
及
び
手
当
の
改
正
と
、
地
方
公
務
員
法
改

正
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

議
案
第
48
号

第
五
次
葛
尾
村
振
興
計
画
に
つ
い
て

　

葛
尾
村
復
興
計
画
の
次
期
計
画
で
あ
る
第

五
次
葛
尾
村
振
興
計
画
を
新
た
に
策
定
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の
内
容

主
な
歳
入
の
内
訳

　

地
方
譲
与
税
1
1
3
万
円
、
地
方
交
付

税
▲
6
9
5
万
円
、
分
担
金
及
び
負
担
金

1
3
1
万
円
、
国
庫
支
出
金
▲
4
千
5
1
3
万

円
、
県
支
出
金
3
1
3
万
円
、
繰
入
金

3
億
2
千
2
2
5
万
円
、
村
債
▲
6
3
0

万
円
等

主
な
歳
出
の
内
訳

　

地
域
活
性
化
住
宅
整
備
事
業
▲
1
千
6
3
0

万
円
、
移
住
定
住
促
進
事
業
▲
2
千
8
0
1

万
円
、
帰
還
再
生
生
活
道
路
整
備
事
業

5
3
6
万
円
、
帰
還
困
難
区
域
警
備
事
業

▲
9
6
7
万
円
、
地
域
型
保
育
給
付
費   

2
6
1
万
円
、
宿
泊
交
流
館
管
理
事
業

3
5
6
万
円
、
日
本
型
直
接
支
払
推
進
交
付

金
基
金
▲
7
1
4
万
円
、
農
業
者
資
材
等
高

騰
対
策
支
援
金
4
0
0
万
円
、
福
島
再
生
加

速
化
交
付
金
返
還
金
3
億
2
千
3
9
万
円
、

村
道
舗
装
修
繕
事
業
▲
2
千
2
8
8
万
円
、

各
施
設
電
気
料
9
3
9
万
円
等

《

補

正

予

算　

》

議
案
第
49
号

令
和
４
年
度
葛
尾
村
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）

議
案
第
50
号

令
和
４
年
度
葛
尾
村
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
51
号

令
和
４
年
度
葛
尾
村
介
護
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
52
号

令
和
４
年
度
葛
尾
村
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

議
案
第
53
号

令
和
４
年
度
葛
尾
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

採決の状況

議案等番号

議案
○：賛成　●：反対　欠：欠席　退：退席　
全賛・・・全員賛成で可決・認定・採択等	
賛多・・・賛成多数で可決・認定・採択等
賛少・・・賛成少数で否決・不認定・不採択

議席	
番号 1 2 3 ４ 5 6 7 8

議
決
結
果

杉
本　

宜
信

中
村　

健
彦

松
本　

静
男

吉
田　

義
則

菅
野　

正
一

松
本　
　

操

三
瓶　

仁
一

佐
久
間
哲
次

議案第 46号
葛尾村職員の定年等に関する条例の
一部を改正する条例について

全賛 ○ ○ ○

議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん
。

○ ○ ○ ○

議案第 47号
職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例について

全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 48号 第五次葛尾村振興計画について 全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 49号
令和４年度葛尾村一般会計補正予算
(第４号)

全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 50号
令和４年度葛尾村国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）

全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 51号
令和４年度葛尾村介護保険事業
特別会計補正予算（第３号）

全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 52号
令和４年度葛尾村後期高齢者医療
特別会計補正予算（第３号）

全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第 53号
令和４年度葛尾村簡易水道事業
特別会計補正予算（第３号）

全賛 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

《
12
月
議
会
の
あ
ら
ま
し
》

　
村
長
か
ら
、
条
例
並
び
に
予
算
な
ど

8
議
案
が
提
出
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、

提
出
さ
れ
た
案
件
に
つ
い
て
は
原
案
の

と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

12
月
7
日

  

午
前
10
時
よ
り
開
会
。 

議
長
の
開
会

宣
言
後
、議
事
録
署
名
人
が
指
名
さ
れ
、

会
期
を
12
月
9
日
ま
で
の
3
日
間
と
す

る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
続
い
て
、

業
務
報
告
な
ど
諸
般
の
報
告
が
行
わ
れ

た
後
、
本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
全
8

議
案
に
つ
い
て
、
村
長
か
ら
一
括
上
程

に
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
続
い
て
、
3
議
員
が
5
件
の
一

般
質
問
に
よ
り
村
の
考
え
等
に
つ
い
て

質
問
を
行
っ
た
後
、
12
月
8
日
を
議
案

調
査
の
た
め
休
会
と
す
る
こ
と
を
決
定

し
1
日
目
を
終
了
し
ま
し
た
。

12
月
9
日

　
午
前
10
時
に
開
会
し
、
条
例
の
一
部

改
正
と
振
興
計
画
の
策
定
、
各
会
計
補

正
予
算
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
行

い
、
全
議
案
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
議
案
等
の
採
決
後
、

常
任
委
員
会
か
ら
の
閉
会
中
の
継
続
調

査
の
申
し
出
に
つ
い
て
決
定
し
、
12
月

議
会
定
例
会
の
全
日
程
を
終
了
し
、
閉

会
し
ま
し
た
。

単位：千円

区分 一般会計
特別会計

国民健康
保険 介護保険 後期高齢者

医療 簡易水道

歳　入
及び

歳　出

補正前 8,467,000 335,900 365,350 8,060 18,913

補　正 270,000 4,200 100 519 ▲ 457

補正後 8,737,000 340,100 365,450 8,579 18,456

補正予算の状況

議 会 よ りだ議 会 よ りだ

 
令
和
４
年
12
月

　
　

葛
尾
村
議
会
定
例
会

　
令
和
4
年
12
月
葛
尾
村
議
会
定
例
会

は
、
12
月
7
日
か
ら
9
日
ま
で
の
3
日

間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
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お 知 せらお 知 せら

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

関
す
る
説
明
会

　

税
務
署
で
は
、
事
業
者
の
方
を
対
象
に

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

【
日
程
等
】

①
１
月
13
日
（
金
）

　

午
前
10
時
00
分
〜
午
後
０
時
00
分

　

会
場
：
相
馬
税
務
署　

２
階
会
議
室

　
（
相
馬
市
中
村
字
曲
田
92–

２
）

　

定
員
：
20
名　

②
１
月
13
日
（
金
）

　

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

　
（
主
に
消
費
税
の
免
税
事
業
者
の
方
向

　

け
）

　

会
場
：
相
馬
税
務
署　

２
階
会
議
室

　
（
相
馬
市
中
村
字
曲
田
92–

２
）

　

定
員
：
20
名

　

説
明
会
は
、
事
前
予
約
制
に
よ
り
各
回

と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
を
終
了
し

ま
す
。

説
明
会
終
了
後
、
希
望
す
る
方
を
対
象

に
登
録
申
請
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

会
場
の
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
来
場
の
際
に
は
、
可
能
な
限

り
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
申
込
先
】

　

相
馬
税
務
署　

法
人
課
税
第
一
部
門

　
☎
０
２
４
４–

３
６–

３
９
４
２（
直
通
）

村
営
住
宅
入
居
者
募
集

○
恵
下
越
団
地

　
・
入
居
資
格
要
件

　
　

①
入
居
者
が
平
成
２３
年
３
月
１１
日
時　

　
　
　

点
で
葛
尾
村
民
の
方
（
転
出
者
及　
　

　
　
　
び
帰
村
者
を
除
く
）

　
　

②
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
方

　
・
住
所　

三
春
町
恵
下
越
２

　
・
空
き
戸
数　

29
戸
（
平
屋
12
戸
・

　
　
２
階
建
て
１７
戸
）

　

詳
細
は
地
域
整
備
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　

地
域
整
備
係

　
　

☎
０
２
４
０
–
２
９
–
２
１
１
３

有
害
鳥
獣
捕
獲
実
績

　

葛
尾
村
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
は
、
村

内
の
有
害
鳥
獣
を
捕
獲
し
て
い
ま
す
。

　

村
内
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
状
況

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

11
月
捕
獲
数
2
頭

　

令
和
4
年
度
累
計
捕
獲
頭
数
36
頭

問　

地
域
づ
く
り
推
進
係

　
　

☎
0
2
4
0
–2
9
–2
1
1
3

地
域
振
興
課

固
定
資
産
税
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
現
在
で
所
有

し
て
い
る
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
に
対

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
土
地
・
家
屋
は
法

務
局
の
登
記
情
報
に
基
づ
き
課
税
し
て
い

ま
す
。
な
お
、
未
登
記
の
家
屋
に
つ
い
て

は
、
所
有
者
か
ら
の
申
告
に
よ
り
課
税
情

報
の
変
更
を
行
っ
て
い
ま
す
。
相
続
・
贈

与
等
に
よ
り
未
登
記
家
屋
の
所
有
権
移
転

を
行
い
た
い
方
、
環
境
省
事
業
も
し
く
は

自
分
で
家
屋
を
解
体
し
た
方
に
つ
い
て

は
、
各
種
届
に
よ
る
変
更
・
滅
失
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
総
務
課
税
務

財
政
係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
は
村
へ
の
申
告
に
基
づ
い

て
課
税
し
ま
す
。
な
お
、
個
人
の
方
が

10
k
w
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備
を
設

置
さ
れ
た
場
合
も
償
却
資
産
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
事
業
用
償
却
資
産
を
所
有
す
る

方
は
、
令
和
5
年
1
月
31
日
（
火
）
ま

で
に
村
へ
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

税
務
財
政
係

　
　

☎
0
2
4
0
–2
9
–2
1
1
1

総

務

課

お 知 せら

計 測 地 点 R3
12.13

R4 
12.13 計 測 地 点 R3

12.13
R4 

12.13 計測地点 R3
12.13

R4 
12.13

葛尾村 K6 地点（広谷地） 0.49 0.59 日 山 登 山 道 入 り 口 0.16 0.15 夏 湯 局 0.12 0.12
葛 尾 村 立 葛 尾 中 学 校 0.08 0.10 か げ 広 谷 地 バ ス 停 付 近 0.58 0.53 大 放 婦 人 ホ ー ム 0.14 0.14
林道広谷地線　東屋付近 0.21 0.22 百 石 前 バ ス 停 0.16 0.16 葛 尾 村 役 場 0.10 0.10
野 行 集 会 所 近 傍 1.13 1.29 浜 井 場 北 平 線 入 り 口 0.11 0.16 下 葛 尾 集 会 所 0.08 0.08
旧 岩 角 集 会 所 敷 地 内 調整中 0.23 井 戸 沢 バ ス 停 0.14 0.16 上 野 川 多 目 的 集 会 所 0.07 0.07
旧 葛 尾 郵 便 局 前 0.13 0.13 大 笹 行 政 区 掲 示 板 付 近 0.12 0.12 上 葛 尾 集 会 所 0.08 0.07
大 放 多 目 的 集 会 所 0.17 0.19 木 取 場 入 口 バ ス 停 付 近 1.09 1.00 大 笹 集 会 所 0.09 0.09
野 川 集 会 所 敷 地 内 0.12 0.14 もりもりランド管 理 棟 前 0.17 0.14 せ せ ら ぎ 荘 0.18 0.17
国道399号線沿い待避所  観光案内板隣 0.22 0.24 国 道 399 号 東 平 交 差 点 0.12 0.17 上 野 川 字 境 ノくき 付 近 0.14 0.13
葛 尾 小 学 校 前 0.10 0.10 県道 50 号線もりもりランド入り口付近 0.15 0.14
葛 尾 幼 稚 園 前 0.10 0.11 県 道 50 号 線 関 下 0.20 0.22
診 療 所 前 0.15 0.18 岩 角・ 野 行 行 政 区 境 0.30 0.29

令和 4年度放射線モニタリング測定値 (葛尾村 )	No.128　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　																								（μ Sv/h）
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問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

　1 月 27 日（金）、福島県と村が合同で原子力防災訓練（広報訓練）を実施します。村では消防、警察と
共同で広報車を展開するほか、防災行政無線と緊急速報メール（エリアメール）による広報訓練も行います。

「屋内退避」の準備を促す放送やメールを流しますので、あらかじめご承知おきください。
●実施日時　1 月 27 日（金）10 時 30 分〜 12 時
●緊急速報メール配信対象　docomo、au、Softbank、楽天モバイルの携帯電話
※緊急速報メールは福島県配信分、村配信分の２回に分けて流す予定です。
　当日、葛尾村にいる方の携帯電話に屋内退避を促す着信がありますが、訓練の一環ですので、実際の屋
　内退避は不要です。

1月27日の原子力防災訓練で各種放送や
メールの配信を行います

□ ADR センターは原発事故による損害賠償の請求に当たり、東京電力との直接交渉や裁判以外で紛争解決を　
　目指す中立・公正な国の機関です
□東京電力から賠償金を受け取られた方も、話し合い中の方も、まだ話し合いをしていない方も、どなたでも申　　
　立てをすることができます
□申立てのあった事例のうち約８割で和解が成立しています
□東京電力とは全く別の公的機関で申立費用は無料です
□弁護士などの専門家が事情を伺い、賠償の話し合いがまとまるよう仲介します

原子力損害賠償紛争解決センター（ADRセンター）
を利用してみませんか？

ADRセンターでは賠償金額を改めて算定し直します

たとえば、避難指示等対象区域にお住まいだった場合、慰謝料が増額されることがあります

家族が別々に避難し
二重生活となった

・妊娠中であった
・乳幼児の世話を
　日常的に行った

身体又は精神の
障害がある

身体又は精神の
障害がある方の

介護を日常的に行った

申立書の書式は、ホームページからのダウンロードのほか、郵送も承っております

問　文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター　☎ 0120-377-155（平日午前 10 時～午後 5 時）
放射線測定結果について
食品等 検出された項目 

ハチミツ、シイタケ、ナメコ
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　乳がん検診・子宮がん検診のどちらかを受けて応募すると、抽選で豪華プレゼントがもらえます。

○対象者：福島県内に居住する 20 歳以上の女性
○対象期間：令和４年４月１日（金）〜令和５年２月 28 日（火）
○応募方法：対象期間に乳がん検診・子宮がん検診のどちらかを受診していただき、二次元コードまたは役場窓　　
　　　　　　口に設置している当キャンペーンのハガキから必要事項をご記入のうえ、クイズに答えて応募してく
　　　　　　ださい。（ハガキは 63 円切手をお貼りください）
　※村で実施した集団検診、病院等で受診した施設検診も対象となります。
　※応募はお一人様 1 回に限ります。複数投函の場合は無効とさせていただきます。
○応募締切：令和５年３月２日（木）必着
乳がん検診
　「9人に 1 人」が罹患すると言われているとても身近な乳がん。罹患者は 30 歳代後半から急激に増えており、
近年は閉経後の増加も目立つようになりました。
　乳がんは自分で見つけることができるがんの一つですが、早期のがんは自覚症状がなく、触っても分からない
場合が多いため、定期的な検診が大事です。
子宮がん
　がん検診の中で唯一 20 歳から受診が可能な子宮がん検診。子宮がんは若年化が進み、20 代から 30 代で罹
患者が増えています。「自分は大丈夫」と思わず、検診を受けましょう。
福島県健康を守る婦人連盟とは？
　設立から 50 年の歴史を持ち、「家族や周りの大切な人の健康を守りたい」という思いで、日頃から家庭や地
域の結核予防運動やがん予防など、健康づくりの普及啓発活動に取り組んでいる団体です。
○お問い合わせ：公益財団法人　福島県保健衛生協会 内　福島県健康を守る婦人連盟
　　　　　　　　乳がん検診・子宮がん検診 GO！GO！キャンペーン　係
　　　　　　　　☎ 024-546-0391　受付時間 9 時〜17 時（土日祝、年末年始を除く）

乳がん検診・子宮がん検診 GO！GO！キャンペーンのお知らせ
共催　福島県健康を守る婦人連盟、（公財）福島県保健衛生協会

問　健康福祉係　☎ 0240-29-2112

　　
　　

県内協力医療機関でがん検診が受けられます

問　健康福祉係　☎ 0240-29-2112

実施医療機関 申込締切 受診期間 受診費用

福島市・郡山市の協力医療機関 令和５年１月 31日（火） 令和４年２月１日（水）
～　２月２８日（火） 無料

がん検診の種類 検査内容 対象者

胃がん検診 問診・胃部 X 線検査（バリウム）
もしくは内視鏡検査 30 歳以上

肺がん検診 問診・胸部 X 線検査 30 歳以上
肺がん検診（喀痰検査） 問診・喀痰細胞診 50 歳以上で、喫煙歴のある方
大腸がん検診 問診・便潜血検査 30 歳以上

乳がん検診 問診・マンモグラフィ検査 40 歳以上の女性で、
昨年度受診していない方

子宮がん検診（※） 問診・視診・内診・子宮頸部の細胞診 20 歳以上の女性で、
昨年度受診していない方

○検査内容と対象者

（※）子宮がん検診に関しては、５月に受診希望のご回答をいただいている方には、今月中に必要書類を送付します。
申込から受診までの流れ
①住民生活課　健康福祉係に電話でお申し込みください。
　申込先 ☎ 0240-29-2112　　申込締切：令和 5 年１月 31 日（火）まで
②役場から「検診録」と「医療機関一覧表」を送付します。
③各自で希望の医療機関を選び、電話で予約していただきます。
　※医療機関の混雑状況により、希望通りに受診できない場合もありますのでご確認ください。
④予約した日時に医療機関で受診してください。※検診録と保険証を忘れずにお持ちください。

　今年度、村の総合健診・乳がん検診・子宮がん検診等でがん検診を受診されなかった方を対象に、福島市・郡山
市の協力医療機関においてがん検診を実施します。無料で受けられますので、まだ受診していない方はぜひお申し
込みください。受診を希望される方には「検診録」と「医療機関一覧表」を送付しますので、担当までご連絡ください。
※子宮がん検診・乳がん検診につきましては、今年度より２年に１回の受診となりますので、昨年度受診
　された方は対象となりません。ご注意ください。

休日及び時間外のマイナンバーカード申請受付

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

　マイナンバーカードの申請や交付、電子証明書の有効期限更新などの受付を月に 2 回、休日と木曜日の時間外
に行っています。予約制となりますので、希望される方は必ず住民生活係へお電話にてご予約のうえ、役場窓口
までお越しください。

今月の受付日は
　　		1月19日（木）午後5時15分～午後6時
　　　　※予約の受付は1月13日（金）まで
　　		1月29日（日）午前9時～午後4時
　　　　※予約の受付は1月23日（月）まで
平日時間内においでになれない方は、ぜひご利用ください。

時間外

休　日

○実施医療機関および実施期間等

お 知 せらお 知 せら
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令和４年度県民健康調査「健康診査」のご案内

　福島県と福島県立医科大学では、県民の皆さまの健康を見守り、将来にわたる健康増進につなげていくため、
県民健康調査「健康診査」を実施しています。
　このうち、１６歳以上の方を対象とした県内の集団・個別健診を令和５年１月から３月に実施中します。

（受診期間は、新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合もありますので、ご了承ください。）
　なお、対象の方には、受診のご案内を令和４年１２月に発送しています。ご自身の健康状態を把握するために、
ぜひこの機会をご活用ください。健診費用は無料です。
　案内を紛失された場合には、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

県民健康調査に関するお問い合わせ先　福島県立医科大学　放射線医学県民健康管理センター　
　　　　　　　　　　　　　　　　  　☎０２４-５４９-５１３０（年末年始を除く平日　９：００〜１７：００）

対象者

平成 23 年時に避難区域等に指定された市町村の住民のうち、令和４年度に 16 歳以上で
県内在住の方。
○対象市町村の特定健康診査・総合健診にて県民健康調査の追加項目を受診された方は、今　　
　回の健診の対象外となります。
○県外にお住まいの方には県外健診のご案内をお送りしております。県内で受診を希望され
　る場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

受診方法
県内協力医療機関での個別健診、もしくは県内公共施設等での集団健診のいずれかを選択し
て受診できます。

※注意事項

受診する際は次の項目に気を付けてください。
・受診する前に体温測定をしましょう。
・体調不良や発熱などの風邪症状がある場合は受診を控えましょう。
・マスクを着用しましょう。

民生委員・児童委員改選

　12月1日付けで一斉改選された葛尾村民生・
児童委員に対する委嘱状の伝達式が 12 月 1
日、役場で行われ、村長より厚生労働大臣か
らの委嘱状が伝達されました。10 名の新委員
の皆さんは、次のとおりです。（敬称略）

★民生委員　☆主任児童委員
★松本秀俊（落合）　　　★松崎正一（上野川）
★下枝初恵（夏湯）　　　★松本ユキ子（上葛尾）
★荻島百合子（大笹）　　★松本雅子（下葛尾）
★東海林みゆき（野川）　★大山ゆり子（野行）
☆栗城恵子（夏湯）　　　☆吉田　健（落合）　

　　
　　

新型コロナウイルス抗原定性検査キットを配布します

問　健康福祉係　☎ 0240-29-2112

1. 対象者
　葛尾村に住所を有する方で重症化リスクの低い以下のいずれかを満たす方
　（1）濃厚接触者
　　　※陽性者と同居または長時間の接触があった方
　（2）症状のある方（発熱や喉の痛み等があらわれた方）
　　　※以下に該当する場合は、かかりつけの医療機関または診療・検査医療機関を受診してください
　　　・高熱が続く、息苦しさを感じるなど、重い症状がある方
　　　・重症化リスクの高い方
　　　　　　　　（注）重症化リスク：65 歳以上の高齢者、基礎疾患がある方、肥満の方、妊娠している方など
　　　・症状がある方でも、すでに症状が軽快している方は申し込みをご遠慮ください
2. 申し込み期間
　当面の間
3. 申し込み～配布まで
　（1）申し込み  ☎080-2110-3188  受付時間  平日 8：30 〜 17：15
　　・ご家族及び同居している方が濃厚接触者に該当する場合、あわせて申し込みが可能
　　・１人あたり１回の申し込みで 1 キット配布
　　　検査キットの配布は、申込者本人及びご家族いずれの方においても、申し込みできるキット数は、　　
　　　期間中１人につき２回（２キット）まで
　　・検査キットは申し込みいただいた当日か翌日にレターパックで発送します
　　※申し込みの翌日が閉庁日のときは、発送が翌開庁日になる場合があります

浄化槽は適正に維持管理しましょう

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

　合併処理浄化槽は、微生物の力により家庭の生活雑排水を浄化する施設です。適正に管理していないと、
浄化槽本来の機能が発揮されず、処理水を放流している河川などの水質悪化や、悪臭による苦情の原因とな
ります。河川などの水質悪化を防止し、良好な生活環境を保全するため、浄化槽は適正に維持管理しましょう。
●法定検査は必ず受けましょう

年に 1 回法定検査を受けることは、浄化槽管理者の義務です。検査を行うことで、日常の維持管理が適正
化と浄化槽の機能が十分発揮されているか、確認することができます。

●定期的な保守点検と清掃をしましょう。
装置の点検や補修、消毒薬の補充のほか、浄化槽内にたまった汚泥の汲み取り等は、登録事業者に委託し
定期的に実施しましょう。

単独処理浄化槽をお使いの皆さんへ
　汲み取り便槽やトイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽を使用されている場合は、台所や洗濯などの
生活排水が処理されずに河川や側溝に流されていきます。より良い水環境を後世に残して行くために、全て
の生活雑排水をきれいにする「合併処理浄化槽」への転換をお願いします。
　葛尾村では合併処理浄化槽を設置する住民の方へ設置費用を補助しています。詳しくは住民生活係までご
相談ください。

お 知 せらお 知 せら
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問　地域づくり推進係　☎ 0240-29-2113

1. 対象者（以下の全てに該当する方）
　　（1）村内に住所を有する農業者及び集落営農組織 （ ※ 1 法人を除く )
　　（2）農畜産物を生産及び販売し、引き続き営農を行う意思のある方
　　（3）村税等の滞納がない方
※ 1 法人においては、葛尾村原油価格・物価高騰対策等事業者支援助成金交付事業 （ 法人向け事業 ) をご活
　　 用願います。
※ 2 集落営農組合で取り組んでいる作物は、組合での申請をお願いします。
※ 3 対象となる農産物は販売を目的として栽培されたものに限ります。
2. 支援額

葛尾村農業者資材等高騰対策支援金交付事業
～販売農家の方を対象に生産資材高騰に対する支援金を交付します～

3. 申請方法
　「葛尾村農業者資材等高騰対策支援金交付申請書」に次の書類を添付して提出してください。
　・令和４年度に農産物等を販売したことが確認できる書類（作目ごとの販売証明書等）
　　申請書は、役場窓口で、交付いたします。なお、水稲の営農計画書をご提出いただいている方については、
　　別途郵送いたします。
4. 申請期限
　令和５年２月３日（金）

種別 基準 交付額 上限額 
(100 円未満切捨て )

水稲、園芸作物 ( 飼料作物を除く ) １a あたり 500 円 100,000 円
１～２頭 30,000 円

肉用繁殖雌牛 
令和 4 年 4 月 1 日 現在の飼養頭数

３～４頭 60,000 円
５～６頭 90,000 円
７～８頭 120,000 円
９頭以上 150,000 円

産業廃棄物処理施設の設置計画に関するお知らせ

問　福島県相双地方振興局県民環境部環境課　☎ 0244-26-1237

　福島県産業廃棄物処理指導要網に基づき、産業廃棄物処理施設等設置事前協議書が福島県相双地方振興局
へ提出されましたのでお知らせします。福島県相双地方振興局では、今後必要な手続きを行い、当該施設の
設置の適否について審査していくこととしています。
１. 設置等予定者
　　（1） 住所　福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又１番地８
　　（2） 氏名　株式会社福島グリーンフィールド　代表取締役　松本 憲里一
２. 設置等予定地　双葉郡葛尾村大字葛尾字広谷地２番 13
３. 産業廃棄物処理施設の種類等
　　（1）処理施設の種類　燃え殻及びばいじんの造粒固化施設 （ 産業廃棄物指定処理施設 )
　　（2） 処理する産業廃棄物
　　　①燃え殻②ばいじん （ これらのうち、石炭火力発電事業及び製紙会社から排出されるものに限り、水　　
　　　銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)、以上２種類
　　（3） 処理能力　14 トン／時 （224 トン／日 （16 時間 ))

　　 相馬税務署からのお知らせ

1. 確定申告はとっても便利なスマホからがおすすめです！
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、お手持ちのスマートフォン・タブレット
　等で、ご自宅から所得税の確定申告ができます。

スマホからの送信方法は次の２つの方式があります。
○マイナンバーカード方式
　マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンを利用して申告！
○ ID・パスワード方式
　ID とパスワードを取得して申告！
※ ID とパスワードの発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの
　上、お近くの税務署にお越しください。（確定申告期間中に限らず、随時申請可能です。）
※ ID・パスワード方式は暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
　なお、従来どおりパソコンから「確定申告書等作成コーナー」を利用して、申告書を作成・印刷し、税務　
　署へ郵送等により提出することもできます。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
3. 令和４年分の所得税等の確定申告書作成会場について
　令和４年分の所得税（及び復興特別所得税）、消費税（及び地方消費税）及び贈与税の確定申告期におけ　
　る申告書作成会場は、次のとおり開設する予定です。
○開設場所　『相馬市振興ビル６階』　相馬市中村字塚ノ町 65-16
○開設期間　令和５年２月 13日（月）から３月１５日（水）《土・日・祝日を除く》
○開設時間　午前９時〜午後４時
※申告書作成会場では、原則としてご自身のスマートフォンやタブレットを操作して確定申告書を作成しますので、来　
　場する際は忘れずにお持ちください。また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード（暗証番号：数
　字４桁、英数字６〜16 桁）も忘れずにお持ちください。
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、会
　場で当日配布しますが、ＬＩＮＥを通じたオンラインによる事前発行も可能です（配付方法の詳細は、別途国税庁ホー
　ムページ等によりお知らせします。）。
※「入場整理券」の配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることもあります。
※会場の駐車台数には限りがありますので、ＪＲ・バス等をご利用ください。
※税務署内には、申告書作成会場を設置しておりませんので、開設期間中は申告書作成会場にお越しください。

問　相馬税務署　☎ 0244-36-3111

◎ スマホ申告の便利機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・青色申告決算書や収支内訳書の作成が今年から入力可能に！！　　　　　
・給与所得の源泉徴収票をスマホで撮影するだけで自動入力！！

確定申告書等作成コーナー▶︎
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　これは、世界最古の木造建造物であった法隆寺金堂の火災を機に国民の文化財愛護に関する意識の高揚、
防災体制の確立を図るために制定されました。この機会に地域の文化財守る体制について考えてみましょう。

消防署からのお知らせ

 火災、救助、救急は１１９番
〈消　防　署　連　絡　先〉
◇浪江消防署　０２４０-３４-４１１１
◇葛尾出張所　０２４０-２2-２１１９

お 知 せら お 知 せらお 知 せらお 知 せら

寄付総額　7,833,000 円（令和４年11 月分）

ふるさと納税 次の方々からご寄付をいただきました。

　寄付金は、観光・農林業・商工業の振興や教育・文化の振興等、寄付者の申出に合わせた事
業等に有効に活用させていただきます。ありがとうございました。葛尾村では、ふるさと寄付金（ふる
さと納税）の返礼品（地場産品）を募集しています。詳細は担当までお問い合わせください。

問　総務企画係　☎ 0240-29-2111

♦お名前
大　城　愼　一 様（埼玉県）　　白　　　済　皞 様（東京都）　　鈴　木　雅　智 様（奈良県）
石　井　直　哉 様（神奈川県）　髙　田　　　茂 様（宮城県）　　郭　　　方　雷 様（千葉県）
寺　地　加　奈 様（北海道）　　辻　本　龍　晃 様（京都府）　　桑　原　健　治 様（愛知県）
前　田　行　輝 様（東京都）　　矢　内　貴　子 様（長崎県）　　加　藤　貴　子 様（愛知県）　　
田　邉　英　子 様（福岡県）　　村　松　祐　介 様（東京都）　　小　島　　　透 様（兵庫県）　　
水　野　優　起 様（東京都）　　林　　　哲　也 様（千葉県）　　武　井　美悠希 様（東京都）　　
坂　元　　　要 様（東京都）　　固　山　尚　矢 様（愛知県）　　藤　江　慎　也 様（東京都）　　
片　岡　俊　二 様（広島県）　　寺　井　彩　乃 様（愛知県）　　渡　辺　智　彦 様（神奈川県）　
岡　田　正　樹 様（静岡県）　　木　原　　　誠 様（東京都）　　田　辺　寛　之 様（福井県）　　
内　田　聖　子 様（東京都）　　福　原　典　明 様（大阪府）　　石　田　智　宏 様（福島県）　　
赤　坂　由　利 様（青森県）　　新　谷　　　悟 様（東京都）　　池　田　　　勝 様（千葉県）　　
加　藤　順　也 様（埼玉県）　　田　口　貴　嗣 様（北海道）　　渡　邉　貴　道 様（愛知県）　　
渡　邉　春　夫 様（宮城県）　　岡　田　智　浩 様（岐阜県）　　松　葉　秀　基 様（静岡県）　　
山　下　和　人 様（東京都）　　若　狭　　　正 様（千葉県）　　本　多　輝　夫 様（福島県）　　
関　谷　武　夫 様（埼玉県）　　早　川　浩太郎 様（山梨県）　　小　山　幸　宏 様（北海道）　　
清　川　美由紀 様（兵庫県）　　山　田　伸　幸 様（千葉県）　　辻　野　　　律 様（東京都）　　
伊　藤　友　理 様（北海道）　　門　屋　　　徹 様（群馬県）　　白　岩　和　寿 様（東京都）　　
永　山　眞由美 様（福島県）　　井　上　桂　子 様（京都府）　　斎　藤　範　夫 様（青森県）　　
新　田　　　進 様（秋田県）　　土　谷　公　平 様（千葉県）　　渋　谷　紀　介 様（栃木県）　　
高　木　　　力 様（埼玉県）　　相　馬　有　希 様（大阪府）　　木　村　啓一郎 様（千葉県）
望　月　正　仁 様（静岡県）　　麓　　　和　夫 様（大阪府）　　八　嶋　和　恵 様（滋賀県）
原　　　幸　子 様（千葉県）　　齊　藤　麻由子 様（富山県）　　元　井　史　朗 様（神奈川県）
河　合　敏　和 様（大阪府）　　西久保　洋　子 様（広島県）　　兒　島　冨士男 様（東京都）
栗　田　尚　幸 様（静岡県）　　佐々木　民　弥 様（兵庫県）　　滝　井　太　一 様（茨城県）
野　山　由　幸 様（東京都）　　金　山　真　吾 様（大阪府）　　高　橋　佳　奈 様（埼玉県）
田　島　靖　彦 様（大阪府）　　菅　原　広　嗣 様（東京都）　　佐　藤　幸　光 様（広島県）
佐　藤　裕　一 様（神奈川県）　渡　部　和　成 様（福島県）　　小　川　哲　平 様（大阪府）
市　橋　隆　昌 様（京都府）　　後　藤　淳　子 様（山形県）　　

上記含め　361 件

1 月 26 日は文化財防火デーです !

1 月は火災や救急が多い月です！
　空気が乾燥し火災が発生しやすい季節です。	また、飲食に関する救急事案が多い月でもあります。大切
な命、財産を守るために以下の点を心がけましょう！

１. 外出時や就寝前は必ず火の元を確認する。
２. 暖房器具は燃えやすいものから離して使用する。
３. 子供に煙と火の怖さを普段から教える。
４. 寝室には住宅用火災警報器を設置する。
５. 餅を食べる際は、咀嚼して窒息を防止する。
６. 新年会などでの暴飲暴食を控える。

明けましておめでとうございます。
　皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。　

マイナポイントの申し込みは２月末日までです！

問　住民生活係　☎ 0240-29-2112

　令和４年 12 月末までにマイナンバーカードを申請した方、及びこれまでにマイナンバーカードを発行さ
れている方も、マイナポイントの申し込み対象となっております。受け取りの期限が令和５年２月 28 日（火）
までとなっていますので、まだ受け取っていない方はお早めに手続をしてください。
●マイナポイントとは
　ＱＲコード決裁や電子マネーなどのキャッシュレス決済で、支払いまたはチャージをすると、ご利用金額
の 25％（最大 5,000 円）分のポイントがもらえ、買い物などでお使い頂けます。
※マイナポイントの使用用途は決済サービスにより異なりますので、各自ご確認ください。
●手続手順
　①マイナンバーカードを受け取る
　②マイナンバーカードを使用して、スマートフォン、パソコン、役場窓口で申請をする（４ケタの暗証番　
　　号が必要です）
　③２月末までにキャッシュレス決済またはチャージをする
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かっています。今後も継続して注意が必要です。
　急激な血糖上昇をおさえる習慣をいくつか紹介しま
す。食事は毎日のことですが、食べる順番を工夫する
だけなら手軽です。糖質を多く含むご飯やパンなどは
後回しにして、野菜や肉・魚のおかずから食べ始める
と急激な血糖値の上昇が抑えられます。また、早食
いは一気にエネルギーを吸収して急激な血糖上昇に
つながるので、ゆっくり食べるように心がけましょう。
そして、食後すぐのちょこちょこ動きも効果があります。
食後の片づけやストレッチなどは簡単に取り入れられ
そうです。（すでに糖尿病の診断を受けて服用されて
いる方は、この限りではありませんので、主治医の指
示に従ってくださいね。）
　コロナウィルスの流行が長引く中、コロナ太りとい
う言葉を聞くようになりました。コロナ禍で生活が大
きく変わった結果だとすると、これもまた震災後の影
響とよく似ています。村では住民の皆さんの状況を踏
まえつつ、引き続き健康対策を行っていきます。

「血糖値スパイク」
　先日村では糖尿病予防セミナーがありました。健診
で「血糖値は正常」の人の中にも、「“食後の短時間だ
け”血糖値が急上昇する」という現象が起きることが
知られています。これを「血糖値スパイク」と呼ぶの
ですが、健診ではなかなか見つけられません。にもか
かわらず、知らぬ間に大事な血管を痛めつけ、ゆくゆ
くは心筋梗塞や認知症まで招いてしまうというのです
から、あなどれません。
　原発事故後の健康影響が明らかになっています。
その中でも生活習慣病、特に糖尿病があります。県
民健康調査の結果からは、糖尿病の方の割合が 40
歳以上の方で 2011 年からずっと増えていることが分

坪倉正治先生
福島県立医科大学 医学部
放射線健康管理学講座主任教授

坪倉先生のいきいき健康ナビ  Ｎｏ.42

　11 月 26 日・27 日、上野川行政区の 22 名が参
加し、親睦旅行が行われました。今年は新潟・山
形方面を訪問し、ワイナリーや寺院等の観光名所
を巡りました。参加者の皆さんは、楽しい話に花
を咲かせ、充実したひとときを過ごしました。　

上野川行政区親睦旅行 100 歳おめでとうございます
～松本シンさん百歳賀寿～

お 知 せら

　11 月 22 日、寿・女性学級の移動学習を合同で行い、
合計 14 人の生徒が参加しました。
　今回は白河市を中心とし、白河小峰城と南湖公園に
て歴史学習を行いました。
　白河小峰城では、「東北三名城」と呼ばれる東北では
珍しい総石垣造りの壮観さに圧倒され、その地に残る
伝説を事前に調べ、実際に見学するフィールドワーク
をしました。南湖公園では、日本最古といわれる園内
を散策し、翠楽苑を見学しました。白河藩主・松平定
信の士民共楽の精神を受け継いで建設されたとされる
翠楽苑。学級生は庭園内を散策して景観を楽しみ、お
茶を飲んで文化を体験したりと、充実した移動学習を
行うことができました。　　

第2回寿・女性学級合同移動学習

お悔やみ申し上げます

名　前
松　本　キヨ子
白　岩　義　男

死亡月
令和４年 11 月
令和４年 11 月

年齢
88
78

行政区
落　合
上野川

（令和4年11月15日～ 令和4年12月14日届出分）

　11月30日、福島県に拠点を置くサッカーチー
ムいわき FC の選手団が J2 昇格の報告を兼ね、
葛尾村を訪問しました。いわき FC から選手の
サイン入りのサッカーボールを、葛尾村からは
選手の皆さんへ村産のハーブ鶏 10kg が贈呈さ
れました。

いわきFC選手団が表敬訪問

　11 月 29 日、葛尾村第五次振興計画審議会
が開かれ、審議会会長の芥川先生より村長へ
審議結果が答申されました。この計画は 12 月
議会で可決され、令和 5 年 4 月 1 日から施行
されます。第五次振興計画は村の重要計画で
あり、令和 5 年度から令和 14 年度までの計
画策定となります。

葛尾村第五次振興計画が
策定されました

白河小峰城

　松本シンさん（落合）が、12 月 14 日に満百歳を迎えられ
ました。
　シンさんの長寿の秘訣は

「よく笑い、よく食べ、よく
歌い、よく眠り、病気に負
けない気力が大事」をモッ
トーに、手先指先を動かす
ことを心がけており、昔は
裁縫や編み物、最近は、お
り紙が趣味とのことです。
  福島県・葛尾村・葛尾村社
会福祉協議会・グループホー
ム楓、ご家族のみな様から
賀寿祝金と記念品が贈られ
ました。
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葛
尾
村

教
育
委
員
会
だ
よ
り

第
69
号　11月 28日、葛尾村村民会館大ホールで第 1回コミュニティ・スクール研修会を行

いました。講師に、ふくしま学校と地域の未来研究所の安齋宏之様を招き、「葛尾なら
ではのコミュニティ・スクールを～保護者・地域住民の思いや願いを取り込む「地域と
ともにある学校」づくり～」と題して講演をしていただきました。
　26名の参加者から、「コミュニティ・スクールがどういうものか改めて学ぶことが
できた」、「子どものために何ができるのか、地域一帯になって考える仕組みが素敵だと
思った」などの感想がありました。

　12月 3日、富岡町学びの森で「第 9回創造学サミット」が開催されました。今年は双葉郡 8町村の小・中学生
が一堂に会し、「伝え合い、つながって、広がる　ふるさとふたばの学び」をスローガンにお互いの交流を深めました。
　葛尾小学校では「葛尾の語り部になろう」をテーマに、葛尾村クイズや 1分間の動画放映など工夫を凝らした
発表をしました。葛尾中学校では「The	コラボ	show」をテーマに、村特産品「凍もち」と他町村の特産物をコ
ラボさせ、今までにないアレンジレシピを考える場を設けました。他校生と互いの考えや意見を交換し合い、交流
することが出来てとても有意義な時間となりました。

伝え合い、つながって、広がる ふるさとふたばの学び
～双葉郡ふるさと創造学サミット～

地域の活性化、創造を願って
～第 1 回コミュニティ・スクール研修会～

レシピを考案中です一生懸命に発表しています

参加者は真剣に講演を聞いています

葛  尾  村  役  場
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

総　務　課 ☎0240-29-2111
復興推進室 ☎0240-23-5200
住民生活課 ☎0240-29-2112
地域振興課 ☎0240-29-2113
議会事務局 ☎0240-29-2160
教育委員会 ☎0240-29-2170
公　民　館 ☎0240-29-2008

ＦＡＸ 0240-29-2123

（田村地区）
市外局番：0247

診療時間
午前9時～午後６時

※受診の際は、健康保険証を持参してください
※当番医、診療時間等変更になることがあります。 あらかじめ電話等
　でご確認ください。
福島県医師会 http://www.fukushima.med.or.jp/
田 村 医 師 会 https://www.tma.or.jp/
〒963-3401　福島県田村郡小野町大字小野新町字品ノ木 123 
 

今月の行事（令和 5 年 1月）

1 月　1 日 公立小野町地方綜合病院 小野町 ☎ 72-3181
1 月　2 日 三春病院 三春町 ☎ 62-3131
1 月　3 日 青山医院 常葉町 ☎ 77-2015
1 月　8 日 さいとう医院 小野町 ☎ 72-2500
1 月　9 日 秋元医院 船引町 ☎ 82-1514
1 月 15 日 矢吹医院 三春町 ☎ 62-3015
1 月 22 日 遠藤医院 船引町 ☎ 85-2016
1 月 29 日 島貫整形外科 小野町 ☎ 72-2722

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる場合が
　あります。

お 知 せら

帰村 329

避難指示解除
後の転入

村内居住 135
村外居住 23
計 158

避難
県内 774
県外 48
計 822

計 1,309

葛尾村の避難状況について
令和4年12月1日現在（外国人含む）（人）

●男　　性　　　675　人　（±０）
●女　　性　　　634　人　（－２）
●合　　計　   1,309　人　（－２）
●世 帯 数　　　490世帯   （－２）

令和4年12月1日
現在（外国人含む）

避難先をお知らせください
避難先住所を移動された方は、変更が
あった日から 14 日以内に、住民生活
課窓口に届出をしてください。
☎０２４０-２９-２１１２

今月の納期限

村県民税　　　　　　　				4 期
国民健康保険税　　　　 	 	7 期

納　期　限	　					1月 31日 (火 )

 

1日(日)

 2日(月)

5日(木)

8日(日)

11日(水)

12日(木)

19日(木)

20日(金)

25日(水)

26日(木)

元旦

二十歳のつどい

パッチワーク教室（三春）

新春バレーボール大会

パッチワーク教室（葛尾）

剣道教室

パッチワーク教室（三春）

ことばの相談会・剣道教室

寿学級

パッチワーク教室（葛尾）

剣道教室

  4日(水)矢吹　　康 先生（矢吹医院）※ 2

11日(水)雷　　　毅 先生（雷クリニック）※2

18日(水)上遠野栄一 先生（かとうの内科クリニック）※2

25日(水)雷　　　毅 先生（雷クリニック）※2
※２ 新型コロナウイルスワクチン接種のため、通常の診療　
　　 は午後 2 時～ 3 時です。

受付時間：午後１時30分～
　　　　  午後5時
診　　療：午後２時～午後5時
診療科目：内科・小児科
☎ 0240-29-2036
※予防接種を希望の方は、あらかじ
　めご予約をお願いします。

受付時間：午前9時00分～午前11時30分
　　　　  午後1時30分～午後  5時30分
診 療 日：毎週火・水・木曜日（祝日除く）

☎0240-29-2110
※院内感染予防の観点から事前にご予約くだ
　さい。

葛尾歯科診療所葛尾村診療所

※発熱等の症状がある場合は、
　受診前にご連絡ください。　
※受診の際は、お薬手帳をお持
　ちください。

注意
事項

インフルエンザ
予防接種の

注意点

インフルエンザウイルスには、新型コロナウイルスワクチンを接種しても
効き目が期待できませんので、新型コロナウイルスワクチンを接種した方
でも、インフルエンザワクチンを受けることをおすすめします。
※インフルエンザ予防接種の予約は葛尾村診療所にお願いします。



　環境省と福島県が取り組む ｢いっしょに考える『福島、その先の環境へ。』チャレンジ・アワード 2022｣ と、
第 66 回日本学生科学賞福島県審査会での受賞を、葛尾中学校の伊藤愛佳さん、松本彩楓さん、松本晴樹
さんの 3 名が村長に報告しました。
　チャレンジ・アワードでは、福島県の環境に関する提案や未来を創造していくためのアイディアを募り、
中学生の部 105 作品の中から 3 年生の伊藤愛佳さんが環境大臣賞受賞、1 年生の松本晴樹さんが入選をし
ました。伊藤さんの作品では、『未来のためにできること』として、不要なシュレッダーゴミを活用して全
校生徒 3 名で取り組んだ活動をもとに、小さな積み重ねから地域を元気にすること、そして未来のために
自分たちにできることをこれからも探し続けたい、と語りました。
　また日本学生科学賞は、身の回りの疑問の解決について取り組んだ調査などの作品を募集しており、葛
尾中の全校生合同理科班が県議会議長賞並びに、全国入選 3 等を受賞しました。

いっしょに考える｢福島、その先の環境へ。｣チャレンジアワード 環境大臣賞、入選
第 66 回日本学生科学賞福島審査 県議会議長賞受賞

公 式 ホ ー ム ペ ー ジ
メ ー ル マ ガ ジ ン 登 録
広 報 担 当 電 子 メ ー ル

https://www.katsurao.org/
http://katsurao.inf-gnet.jp/regist.html
hp@vill.katsurao.lg.jp

葛尾村ホームページ
（携帯用）はこちら→

緊急情報受信・葛尾村
メールマガジンの登録
はこちら→

皆さまからの情報や意見のご提供をお待ちしております。
hp@vill.katsurao.lg.jp
☎ 0240-29-2111・FAX0240-29-2123︎
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山間を流れる冬の高瀬川
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令和 5 年 1 月 （ 20 ）


